
小児救急医療体制確立に向けた各都道府県における  
事業の実施状況等について  

1．小児救急医療体制（二次救急医療）を整備する単位（地区）  ※（）書は前年度の数字  

○ 各都道府県が定める地区（小児救急医療圏）：全国で407地区  

（404）  

※ 二次医療圏（全国で369地区）に比べて、小児救急医療に係る地域の実情に応じ、  

より細分化している地区があることから、二次医療圏数とは一致しない。   

2．小児救急医療体制（初期救急医療）の整備状況について  

在宅当番医制・休日夜間急患センター未実施市町村 162市町村   

3．小児救急医療体制（二次救急医療）の確立に係る事業の実施状況について  

○ 平成17年度中に実施予定のものを含め234地区（221）である。  

① 国庫補助事業整備地区：194地区（185）  

・′ト児救急医療支援事業（小児救急医療圏ごとに、小児科を標模する病院が当  

番制等により休日・夜間の小児救急患者を受け入れ  

る。）  

136地区（139）をカバーする。   

一小児救急医療拠点病院（広域（複数の小児救急医療圏）を対象に小児救急患  

者を受け入れる。）  

27病院（21）で事業を実施し、58地区（46）をカバーする。   

② 県単独事業等整備地区：19地区（同）  

・都道府県又は市町村が独自の事業として準夜帯（19時～23時）での  
小児科輪番制を行っているもの  

独立行政法人等において毎夜間・毎休日、小児科医による当直体制を採  

っているもの  

などにより、小児救急医療を確保している地区。   

③ 通常の病院群輪番制の中で小児救急医療が確保されている地区：21地区  

（17）  

病院群輪番制の中で毎夜間・毎休日、小児科医を確保し、小児救急医療を確  

保している地区。  
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